
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 





議案第 ２２ 号  

令和３年度 喬木村一般会計予算  

 

 

令和３年度喬木村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

  

  （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，５７０，０００千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。  

 

 （ 地 方 債 ）        

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

  「第２表 地方債」による。  

 

  （一時借入金）  

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。  

 

 （歳出予算の流用）  

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定  

める。  

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間  

の流用  

 

 

 

                                        令和 ３年   ３月 ４日 提出  

喬 木 村 長         市 瀬  直 史  

 

                                        令和 ３年   ３月２５日 可決  

喬木村議会議長  下 岡  幸 文  
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議案第 ２３ 号  

令和３年度 喬木村国民健康保険特別会計予算  

 

 

 

令和３年度喬木村の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

  （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５００，０００千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

  （一時借入金）  

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円と定める。  

 

 （歳出予算の流用）  

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり   

と定める。  

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

 

 

 

 

                                        令和 ３年   ３月 ４日 提出  

喬 木 村 長         市 瀬  直 史  

 

                                        令和 ３年   ３月２５日 可決  

喬木村議会議長  下 岡  幸 文  
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議案第 ２４ 号  

令和３年度 喬木村後期高齢者医療特別会計予算  

 

 

 

令和３年度喬木村の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

  （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８８，０００千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

 （歳出予算の流用）  

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり   

と定める。  

（１） 医療諸費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        令和 ３年   ３月 ４日 提出  

喬 木 村 長         市 瀬  直 史  

 

                                        令和 ３年   ３月２５日 可決  

喬木村議会議長  下 岡  幸 文  
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議案第 ２５ 号 

令和３年度 喬木村介護保険特別会計予算  

 

 

 

令和３年度喬木村の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  

  （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０６，０００千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

  （一時借入金）  

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円と定める。  

 

 （歳出予算の流用）  

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり   

と定める。  

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

     

 

 

 

 

 

                                        令和 ３年   ３月 ４日 提出  

喬 木 村 長         市 瀬  直 史  

 

                                        令和 ３年   ３月２５日 可決  

喬木村議会議長  下 岡  幸 文  
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